
○
逓
信
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

（
衆
）
は
提
出
時
の
先
議
院

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院　
　
　
　
　
　

　
　
衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

　

付
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

114
国
会
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電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
衆
）

元
、
三
、
二
四

元
、
一
〇
、
一
九

元
、
一
一
、
一

可
　
　
決

元
、
一
一
、
一

可
　
　
決

元
、
九
、
二
八

元
、
一
〇
、
一
八

修
　
　
正

元
、
一
〇
、
一
九

修
　
　
正

百
十
四
回
国
会

百
十
五
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

114
国
会

60

お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

"

三
、
二
四

一
〇
、
一
九　
　
一
一
、
一

　
　

可
　
　
決

　
　
一
一
、
一

可
　
　
決

九
、
二
八

　
　
一
〇
、
一
八

　

可
　
　
決

　
　
一
〇
、
一
九

可
　
　
決

百
十
四
回
国
会

百
十
五
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

Ｎ
Ｈ
Ｋ
決
算

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

日
本
放
送
協
会
昭
和
六
十
一
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

昭
和
六
三
、
一
、
二
二

（
第
百
十
二
回
国
会
）

元
、
九
、
二
八

元
、
一
一
、
三
〇

議
　
　
決

元
、
一
二
、
一

議
　
　
決

元
、
九
、
二
八

日
本
放
送
協
会
昭
和
六
十
二
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

　
　
　
元
、
一
、
二
七

（
第
百
十
四
回
国
会
）

九
、
二
八

九
、
二
八



電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
十
四
回
国
会
閣
法
第
五
九

号
）

要
旨　

最
近
に
お
け
る
無
線
通
信
技
術
の
進
歩
等
に
対
処
す
る
た
め
、
主

任
無
線
従
事
者
に
関
す
る
規
定
を
定
め
る
等
無
線
従
事
者
制
度
に
関

し
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
際
電
気
通
信
条
約
に
附
属

す
る
無
線
通
信
規
則
等
の
改
正
に
伴
う
船
舶
地
球
局
等
の
運
用
要
件

の
整
備
等
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
無
線
従
事
者
関
係

　
１
　
無
線
従
事
者
資
格
に
、
「
主
任
無
線
従
事
者
」
と
い
う
必
置

　
　
資
格
を
導
入
し
、
主
任
無
線
従
事
者
の
監
督
の
下
で
、
無
資
格

　
　
者
に
よ
る
無
線
設
備
の
操
作
を
認
め
る
。

　
２
　
無
線
従
事
者
資
格
区
分
を
「
総
合
」
、
「
海
上
」
、
「
航
空
」
、

　
　
　
「
陸
上
」
及
び
「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
の
分
類
に
よ
る
区
分
に
改
め
、

　
　
資
格
取
得
を
容
易
化
す
る
。

　
３
　
無
線
従
事
者
試
験
事
務
の
民
間
委
譲
の
範
囲
を
拡
大
し
、
行

　
　
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
を
図
る
。

二
、
国
際
電
気
通
信
条
約
附
属
無
線
通
信
規
則
の
改
正
関
係

　
１
　
船
舶
地
球
局
、
航
空
機
地
球
局
等
の
無
線
局
の
定
義
を
設
け

　
　
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
無
線
局
の
免
許
手
続
を
整
備
す
る
。

　
２
　
新
た
な
海
上
安
全
シ
ス
テ
ム
等
に
対
応
し
て
、
船
舶
地
球
局

　
　
等
の
運
用
義
務
時
間
、
聴
取
義
務
時
間
を
定
め
る
と
と
も
に
、

　
　
遭
難
通
信
等
に
関
す
る
運
用
手
続
を
整
備
す
る
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
が

行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
推
移
に
か
ん
が
み
、
お

　
年
玉
付
き
は
が
き
等
の
寄
附
金
の
配
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
団

　
体
の
範
囲
を
拡
大
し
、
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
に
す
る
ス
ポ

　
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
事
業
を
行
う
団
体
等
を
加
え
る
な
ど
、
所
要

　
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
郵
便
事
業
の
現
状
と
今
後
の
見
通
し
、

　
寄
附
金
の
配
分
の
あ
り
方
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

　
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。



　
質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
松
前
理
事
よ
り
三
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ

れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま

し
た
。

　
次
に
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る

無
線
通
信
技
術
の
進
歩
に
対
処
す
る
た
め
、
主
任
無
線
従
事
者
に
関

す
る
規
定
を
定
め
る
な
ど
、
無
線
従
事
者
制
度
に
関
し
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
際
電
気
通
信
条
約
に
附
属
す
る
無
線
通
信

規
則
の
改
正
に
伴
い
、
船
舶
地
球
局
な
ど
の
運
用
要
件
を
整
備
す
る

な
ど
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
主
任
無
線
従
事
者
制
度
の
内
容
、
無

線
従
事
者
資
格
区
分
の
変
更
、
全
世
界
的
な
海
上
遭
難
安
全
シ
ス
テ

ム
へ
の
対
応
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は

会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
山
中
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
松
前
理
事
よ
り
五
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ

れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま

し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
（
第
百
十
四
回
国
会
閣
法
第
六
〇
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
高
齢
化
、
国
際
化
と
い
っ
た
状
況

の
中
で
生
じ
つ
つ
あ
る
社
会
的
要
請
に
こ
た
え
る
た
め
、
お
年
玉
付

郵
便
葉
書
等
の
寄
附
金
の
配
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
団
体
に
つ

い
て
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
、
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
に
す

る
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
事
業
を
行
う
団
体
等
を
加
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
　
前
ペ
ー
ジ
参
照




